
［商品概要説明書］ 
全国保証保証付住宅ローン「住まいる サポート」 

（平成２２年７月２６日現在） 
項 目 条 件 等

１ コ ー ス 名 １st stage ２nd stage ３rd stage 
２ 貸 出 期 間 ３５年以内 
３ 貸 出 金 額 １０万円以上６，０００万円以内（１万円単位）（ただし、１st stageは年間所得の６倍以内を上限とします。） 

（「がん保障特約付団信」を付保する場合は、１０万円以上５,０００万円以内とする。） 
ただし、次の条件を全て満たす場合とします。 
（１）本件借入を含め、同一債務者による累積債務額が上記の範囲内であること 
（２）保証会社で定める担保評価額の１００％および諸費用の範囲内であること 

（ただし、３rd stageは「フラット３５」を含めて、担保評価の１００％を上限とします。） 
（３）後記の資金使途にあてはまる総額の範囲内であること 

４ 貸 出 利 率  
新 ・ 変 動 金 利 型

固定金利選択型（３年）

固定金利選択型（５年）

固定金利選択型（10年）

 
 

当行所定の貸出利率 

 
５ 借 入 資 格 （１）日本国籍を有する方または永住することを

許可されている方 
（２）申込時および実行時満２０歳以上満６５歳

未満かつ、完済時満８０歳未満の方 
 （ただし、がん保障特約付団信加入の方は、

申込時および実行時満２０歳以上満５０歳未

満で、完済時満８０歳未満の方、三大疾病特

約付団信加入の方は、申込時および実行時満

２０歳以上満５０歳未満で、完済時満７５歳

未満の方とします。） 
（３）原則勤続年数５年以上の給与所得者、営業

年数５年以上の医師、弁護士、公認会計士お

よび税理士の方（ただし、個人事業主、法人

役員、親族経営法人勤務者は対象外としま

す。） 
（４）安定した収入を継続して得られる見込のあ

る方 
（５）年間所得５００万円以上の方 

（１）日本国籍を有する方または永住することを

許可されている方 
（２）申込時および実行時満２０歳以上満６５歳

未満かつ、完済時満８０歳未満の方 
（ただし、がん保障特約付団信加入の方は、

申込時および実行時満２０歳以上満５０歳未

満で、完済時満８０歳未満の方、三大疾病特

約付団信加入の方は、申込時および実行時満

２０歳以上満５０歳未満で、完済時満７５歳

未満の方とします。） 
（３）原則勤続年数２年以上の給与所得者、営業

年数１年以上の医師、弁護士、公認会計士お

よび税理士、営業年数３年以上かつ通年決算

３期以上の個人事業主、法人役員、親族経営

法人勤務者 
（４）安定した収入を継続して得られる見込のあ

る方 
（５）年間所得１００万円以上の方 

（１）日本国籍を有する方または永住することを

許可されている方 
（２）申込時および実行時満２０歳以上満６５歳

未満かつ、完済時満８０歳未満の方 
（ただし、がん保障特約付団信加入の方は、

申込時および実行時満２０歳以上満５０歳未

満で、完済時満８０歳未満の方、三大疾病特

約付団信加入の方は、申込時および実行時満

２０歳以上満５０歳未満で、完済時満７５歳

未満の方とします。） 
（３）原則勤続年数１年以上の給与所得者、勤務・

営業年数２年以上かつ通年決算２期以上の個

人事業主、法人役員、親族経営法人勤務者 
（４）安定した収入を継続して得られる見込のあ

る方 
（５）年間所得１００万円以上の方 

イ 給与所得者の方 
   前年度税込収入で判定しますが、歩合給 

がん保障特約付団信加入の方は、当行所定の貸出利率に０．２％、三大

疾病特約付団信加入の方は当行所定の貸出利率に０．３％上乗せさせて

いただきます。 

 



 （ただし、東京圏、大阪圏、名古屋圏内に勤

務または在住の場合は６００万円以上） 
（６）団体信用生命保険に加入できる方 

 なお、団体信用生命保険は、一般の団体信

用生命保険、がん保障特約付団体信用生命保

険もしくは三大疾病特約付団体信用生命保険

をお選びいただきます。 

イ 給与所得者の方 
 前年度税込収入で判定しますが、歩合給が

１／２以上の場合は、前々年度の収入もあわ

せて判定します。 
ロ 自営業の方 

   過去３年間の各年度の年間所得で判定し

ますが、医師、弁護士、公認会計士および税

理士の方は原則前年の年間所得のみで判定

します。 
ハ 法人事業主の方 

    過去３年間の年間所得（もしくは税込収

入金額）および過去３年間の会社決算内容に

より総合判断します。 
ニ 年金受給者の方 

    前記（３）の定めに係わらず、保証期間

中の継続的な年金受給が確定している場合

は、保証会社が特に認めた場合、年間所得と

して判定可能とします。 
（６）団体信用生命保険に加入できる方 
   なお、団体信用生命保険は、一般の団体信

用生命保険、がん保障特約付団体信用生命保

険もしくは三大疾病特約付団体信用生命保険

をお選びいただきます。 

が１／２以上の場合は、前々年度の収入も

あわせて判定します。 
 ロ 自営業の方 
   過去３年間の各年度の年間所得で判定し

ますが、医師、弁護士、公認会計士および

税理士の方は原則前年の年間所得のみで判

定します。 
ハ 法人事業主の方 

    過去３年間の年間所得（もしくは税込収

入金額）および過去３年間の会社決算内容に

より総合判断します。 
ニ 年金受給者の方 

    前記（３）の定めに係わらず、保証期間

中の継続的な年金受給が確定している場合

は、保証会社が特に認めた場合、年間所得と

して判定可能とします。 
（６）団体信用生命保険に加入できる方 
   なお、団体信用生命保険は、一般の団体信

用生命保険、がん保障特約付団体信用生命保

険もしくは三大疾病特約付団体信用生命保険

をお選びいただきます。 

６ 返 済 比 率 年間総収入に対する年間返済額（他の借入金の返

済額も含みます。）の割合は次表のとおりです。 

年間所得 

耐用年数を

超過した物

件取得の場

合 
左記以外 

８００万円

未満 
２０％以内 ３０％以内 

８００万円

以上 
２５％以内 ３５％以内 

（注１）返済方法が「元金均等返済」の場合は、

当初１年間の元利合計返済額を年間返済額

とします。 
（注２）所得合算はできません。 

年間総収入に対する年間返済額（他の借入金の返済額も含みます。）の割合は次表のとおりです。 

年間所得 土地取得資金のみ 左記以外 
３００万円未満 １５％以内 ２５％以内 
４００万円未満 ２０％以内 ３０％以内 
４００万円以上 ２５％以内 ３５％以内 

（注）返済方法が「元金均等返済」の場合は、当初１年間の元利合計返済額を年間返済額とします。 
上記年間総収入には、次の全ての条件を満たす場合、借入者本人または合算者の年間所得のいずれか低

い金額の１／２を借入者本人の所得に加算することができます。 
（１）満２０歳以上満６５歳未満の方 
（２）借入者と同条件を満たす方 
（３）同居する配偶者および親・子 
（４）所得合算者は連帯保証人または連帯債務者とします。 

 



７ 資 金 使 途 （１）土地購入資金（住宅建設資金と同時に融資されるもの） 
（２）住宅購入資金 
（３）住宅の新築資金 
（４）住宅のリフォーム資金（住宅の増改築・修繕にかかる資金のほか、外構・造園・車庫・太陽光発電システムなどの住宅エクステリア資金を含みます。） 
（５）上記に関する諸費用（３rd stageは諸費用を別途加算できません。） 
※住宅金融支援機構証券化住宅ローン「フラット３５」を当行でご利用の方に限ります。 
※１st stageは専用住宅のみを対象とします。 

８ 担 保 評 価 評価額×原則１００％ 
９ 担     保 原則当行が第２順位の抵当権を設定させていただきます。（住宅金融支援機構が第１順位の抵当権を設定します。） 
10 保  証  人 原則として不要です。（保証会社の保証をご利用いただきます。） 

ただし､次に該当する場合は連帯保証人とさせていただきます。 

（１）所得合算の取扱いにおいて連帯保証人として取扱う場合 
（２）その他、金銭消費貸借契約証書において連帯保証人とする場合 

11 返 済 方 法 （１）毎月元利均等返済（元金に利息を加えた一定金額を毎月返済） 
（２）毎月元金均等返済（毎月一定の元金（１００円単位）で返済し、利息は前払） 
（１）、（２）ボーナス時加算返済併用可能（お借入金額の５０％以内で６か月ごと） 

12 返済試算額の 
  入 手 方 法 

窓口でお申出いただければ試算いたします。 

13 保 証 会 社 全国保証（株） 
14 保  証  料 借入金額１０百万円、借入期間２０年の場合 

通常保証料 １１３，６９０円 
超過保証料 ４２６，３５０円 
実行時に必要となります。 

借入金額１０百万円、借入期間２０年の場合 
通常保証料 １４２，１１０円 
超過保証料 ７１０，５９０円 
実行時に必要となります。 

借入金額１０百万円、借入期間２０年の場合 
通常保証料 １９８，９６０円 
超過保証料 ９９４，８２０円 
実行時に必要となります。 

15 住 宅 ロ ー ン 
事務取扱手数料 

新規実行事務取扱手数料 
３１，５００円（消費税込） 
 次のいずれかに該当する場合は無料といたします。 
① お借入金額が１００万円未満 
② お借入期間が３６ヶ月未満 

16 保 証 会 社 
取 扱 手 数 料 

５２，５００円（消費税込） 
実行時に必要となります。 

17 返済条件変更等 
  の 手 数 料 

一部繰上返済、全額繰上返済、利率決定方式の変更、金利引下げ手数料 
５，２５０円（消費税込） 
 次のいずれかに該当する場合は無料といたします。 
①  お借入金額が１００万円未満 
②  お借入日からのご返済期間が３６ヶ月未満 

18 金 利 情 報 の 
  入 手 方 法 

金利情報は窓口でお問い合わせください。 

 




